
○
犯
罪
被
害
者
等
見
舞
金
給
付
事

業…
…
…
…
…
…
…
…
…
３０
万
円

○
宿
毛
市
農
林
漁
業
Ｕ
Ｉ
タ
ー
ン

応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

…
…
…
…
…
…
２
０
５
０
万
円

○
宿
毛
市
観
光
事
業
包
括
運
営
業

務
委
託

…
…
…
…
４
８
７
８
万
９
千
円

○
道
の
駅
す
く
も
サ
ニ
ー
サ
イ
ド

パ
ー
ク
遊
具
設
置
工
事
費

…
…
…
…
１
５
３
０
万
７
千
円

○
消
防
団
詰
所
建
築
事
業
（
和
田

分
団
詰
所
建
築
事
業
）

…
…
…
１
３
７
１
万
７
千
円

○
西
地
区
学
校
建
設
設
計
業
務
委

託
料

…
…
…
…
…
…
４
３
５
０
万
円

○
部
活
動
地
域
展
開
等
推
進
事
業

…
…
…
…
…
２
８
４
万
４
千
円

○
小
学
校
給
食
費
負
担
軽
減
事
業

…
…
…
…
５
１
０
２
万
４
千
円

◎
議
案
第
２６
号
「
宿
毛
市
債
権
管

理
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
」

　
本
市
の
保
有
す
る
全
て
の
債
権

の
管
理
に
つ
い
て
、
統
一
的
な
基

準
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民

負
担
の
公
平
性
を
確
保
し
、
か
つ
、

健
全
な
財
政
運
営
に
資
す
る
た
め
、

本
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

◎
議
案
第
２７
号
「
宿
毛
市
手
話
言

語
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
」

　
手
話
が
言
語
で
あ
る
と
の
認
識

に
基
づ
き
、
手
話
に
対
す
る
市
民

の
理
解
の
促
進
及
び
手
話
の
普
及

に
関
し
基
本
理
念
を
定
め
、
全
て

の
市
民
が
相
互
に
人
格
と
個
性
を

尊
重
し
合
い
な
が
ら
共
生
す
る
地

域
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
本
条

例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。
　
　

◎
議
案
第
２８
号
「
宿
毛
市
犯
罪
被

害
者
等
支
援
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
」

　
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の

保
護
を
図
る
た
め
の
基
本
理
念
を

定
め
、
市
、
市
民
及
び
事
業
者
の

責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る

施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
こ
と

に
よ
り
、
犯
罪
被
害
者
等
が
受
け

た
被
害
の
軽
減
及
び
回
復
を
図
り
、

も
っ
て
平
穏
な
生
活
を
営
む
こ
と

が
で
き
る
地
域
社
会
を
実
現
す
る

た
め
、
本
条
例
を
制
定
す
る
も
の

で
す
。

◎
議
案
第
３０
号
「
宿
毛
市
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
バ
ス
の
運
行
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て
」

　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
運
賃
の

一
部
を
改
正
す
る
た
め
、
本
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

◎
議
案
第
３３
号
「
宿
毛
市
特
別
会

計
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て
」

　
宿
毛
駅
東
地
区
土
地
区
画
整
理

事
業
の
起
債
償
還
が
完
了
し
た
こ

と
に
伴
い
、
当
該
事
業
に
係
る
特

別
会
計
を
廃
止
し
、
そ
の
権
利
義

務
を
一
般
会
計
に
承
継
さ
せ
る
た

め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

も
の
で
す
。

◎
議
案
第
３４
号
「
宿
毛
市
ス
ク
ー

ル
バ
ス
の
住
民
利
用
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て
」

　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
料
金
改

定
等
に
あ
わ
せ
て
ス
ク
ー
ル
バ
ス

の
利
用
料
金
を
改
正
す
る
た
め
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の

で
す
。

◎
議
案
第
３５
号
「
宿
毛
市
立
公
民

館
使
用
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て
」

　
中
央
公
民
館
の
使
用
料
の
還
付

に
関
す
る
規
定
を
新
た
に
設
け
る

た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
で
す
。

◎
議
案
第
３６
号
「
宿
毛
市
立
宿
毛

歴
史
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て
」

　
宿
毛
歴
史
館
に
お
い
て
、
缶
バ
ッ

ジ
づ
く
り
等
を
行
う
場
合
の
利
用

料
に
つ
い
て
の
規
定
を
新
た
に
設

け
る
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
も
の
で
す
。

◎
議
案
第
３７
号
「
宿
毛
市
火
入
れ

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て
」

　
林
野
火
災
の
発
生
を
防
止
す
る

た
め
、
火
入
れ
の
許
可
の
基
準
を

見
直
す
と
と
も
に
、
気
象
状
況
に

応
じ
た
火
入
れ
の
制
限
に
つ
い
て

所
要
の
改
正
を
行
う
た
め
、
本
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

◎
議
案
第
３８
号
「
宿
毛
市
水
道
事

業
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て
」

　
災
害
発
生
時
等
に
お
い
て
、
地

元
業
者
の
み
で
は
対
応
が
困
難
な

場
合
に
、
他
の
水
道
事
業
者
が
指

定
し
た
事
業
者
に
よ
る
復
旧
参
加

を
可
能
と
す
る
た
め
、
本
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

条
　
　
例

◎
議
案
第
４１
号
「
宿
毛
市
過
疎
地

域
持
続
的
発
展
計
画
の
策
定
に
つ

い
て
」　

　
現
計
画
が
令
和
７
年
度
ま
で
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
新
た
に

令
和
８
年
度
か
ら
５
年
間
の
計
画

を
策
定
す
る
た
め
、
過
疎
地
域
の

持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特

別
措
置
法
第
８
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る

も
の
で
す
。

◎
議
案
第
４２
号
「
市
道
路
線
の
変

更
に
つ
い
て
」　

　「
市
道
新
田
１
号
線
」
に
つ
い
て
、

道
路
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に

よ
り
、
市
道
の
路
線
を
変
更
す
る

こ
と
に
つ
い
て
、
議
会
の
議
決
を

求
め
る
も
の
で
す
。

　
次
の
人
事
議
案
を
全
会
一
致
を
も
っ
て
同
意
し
ま
し
た
。

○
議
案
第
３
号
　
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
同
意
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
秋
場
　
尚
誉（
あ
き
ば
　
の
ぶ
よ
）
氏
（
再
任
）

○
議
案
第
４
号
　
監
査
委
員
の
選
任
同
意
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
山
陸
　
裕
治（
や
ま
り
く
　
ゆ
う
じ
）
氏
（
新
任
）

▼

人

 

事

 

案

 

件

▲

そ
　

の
　

他


